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第１章　計画の策定にあたって

１．計画策定の趣旨

　　我が国では、憲法で基本的人権と法の下の平等が明記され、男性も女性も個人と

　して尊重されることが保障されています。平成１１年（１９９９年）に男女共同参画

　社会基本法が制定され、男女共同参画社会の実現は、２１世紀の我が国の社会を

　決定する最重要課題と位置づけられました。

　　本市が目指す男女共同参画社会は、すべての人が、互いにその人権を尊重し、喜

　びも責任も分かち合い、性別にかかわらずその個性と能力を十分に発揮できる豊か

　な活力ある社会です。この男女共同参画社会づくりのための基本的方向を示したも

　のがこの「仙北市男女共同参画計画」です。

　　本市では、この計画に基づき、あらゆる分野の施策に男女共同参画社会づくりの

　視点を反映させ、男女共同参画社会づくりを総合的、計画的に推進します。

２．基本理念

　　男女が社会の対等な構成員として互いにその人権を尊重し、性別にかかわりなく、

　自らの意思で人生を選択し、個性と能力を十分に発揮でき、喜びも責任も分かち合

　える社会の実現を目指します

　

３．基本的視点

　１．男女の人権の尊重

　２．固定的な役割分担意識の改革

　３．あらゆる分野での男女のパートナーシップの実現

４．計画の性格

　　この計画は、男女共同参画社会基本法第１４条第３項に規定する「市町村男女共

　同参画計画」として位置付けられるもので、同法に基づいて策定された国の「男女

　共同参画基本計画」及び秋田県の「秋田県男女共同参画推進計画」並びに「秋田

　県男女共同参画推進条例」を勘案して策定したものです。

　　また、仙北市総合計画における基本計画のひとつ「ともに参加し行動する市民協

　働のまち」においても「男女共同参画社会の実現」が掲げられており、その実現

　を図るため、男女共同参画施策の基本目標と基本的方向を示すものです。

５．計画の期間

　　この計画の期間は、平成１９年（２００７年）度から平成２３年（２０１１年）度

　までの５年間としますが、内外情勢の動向や社会状況の変化、国、県の動向に対応し、

　必要に応じて見直しを行います。
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第２章 計画策定の背景 

１．国、県の動き
  国では、平成１１年（１９９９年）に男女共同参画社会基本法が制定され、男女

共同参画社会の実現は、２１世紀の我が国の社会を決定する最重要課題と位置づけ

られました。平成１２年（２０００年）には男女共同参画に係る初めての法定計画

である「男女共同参画基本計画」が策定されました。そして、平成１７年（２００

５年）には、新たに「男女共同参画基本計画（第２次）」を閣議決定し、我が国に

おける男女共同参画社会の実現に一層取り組んでいくこととしました。

  秋田県でも、平成１２年に「秋田県男女共同参画推進計画」を平成１３年度から

１０年間の計画として策定し、平成１４年４月に、秋田県男女共同参画推進条例を

施行しています。平成１８年３月には、「新秋田男女共同参画推進計画」を策定し

ています。

２．男女共同参画の視点から見た仙北市の特性と課題
（１）家庭や地域の慣習・しきたりの再考及び意識改革

  どの地域においても昔から様々な慣習・しきたりがあります。これらの中には長

い歴史の中で代々受け継がれてきた伝統的文化として、後世に伝えるべきものもあ

りますが、「男らしさ、女らしさ」の押し付けや「男は仕事、女は家庭」などの固

定的な性別役割分担意識に基づく慣習・しきたりは、男女共同参画社会の形成を妨

げる大きな要因のひとつになっていると指摘されています。

  一般的に、秋田県の県民性として、大きな変化を好まない安定志向が強くあり、

開放性に欠ける面があると言われています。本市においても例外ではありません。

  本市は「観光産業を活かした北東北の交流拠点都市をめざして」と将来像を掲げ

ており、ここに暮らす人々がここを訪れる人々と交流を深め、心身を癒すことので

きるまちをめざしています。そのためにも、性別に関わらずここに暮らす人々にと

ってより住みやすいまちをつくるには、一人ひとりが慣習・しきたりを再考し、男

女が対等な立場で意見を交わし、意思決定の場に自分の意思で参画できるような体

制づくりと、お互いに認め合うことができる意識の定着が必要です。

（２）観光産業や農林業及び商工業等自営業における男女共同参画の確立

  観光産業や農林業及び商工業では、女性が担い手として、男性とともに、それぞ

れの産業を支える重要な役割を果たしています。

  特に、観光産業を支える商業、飲食店・宿泊業に従事している女性も多く、男女

の比率をみても女性が上回っています。経営者としての女性の役割は大きく、また

それらの仕事に従事している女性の活躍も見られることから、労働条件や労働環境
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のさらなる整備・充実とともに、経営や事業運営にも男女がパートナーシップを持

って参画し、働きがいのある職場づくりを推進していくことが必要です。

  一方、農林業においては、その経営に女性が重要な役割を果たしているにもかか

わらず、労働条件が整備されているとは言えず、家族経営協定を結んでいるのは、

わずか１８家族（平成１９年３月３１日現在）となっています。

（３）高い高齢化率と人口減少

  本市の６５歳以上の人口は、秋田県長寿社会課で発表している「秋田県の高齢化

率」によると、平成１９年７月１日現在で９，９６０人、高齢化率は３２．１％と

なっています。また平成１７年国勢調査によると、９，８３７人で老年人口割合は

３０．９％（秋田県：２６．９％、全国：２０．１％）と非常に高い状況にありま

す。平成７年度、平成１２年度の国勢調査による人口を基礎データとして推計する

と、本市の老年人口割合は平成３７年には４０％に達すると予測されています。

  また、平成１７年国勢調査によると、本市は三世代同居世帯数が２，７５０世帯

で、一般世帯に占める割合が２６．８％（秋田県：１９．３％、全国：８．６４％）

と高くなっています。また夫婦のいる一般世帯での夫婦ともに就業している世帯は

３，８０８世帯で、夫婦のいる一般世帯に占める割合は５５．６３％（秋田県：５

０．８３％、全国：４４．３５％）と共働きの割合が多くなっています。

  人口千人当たり出生率については、平成１７年人口動態統計によると、６．２人

（秋田県：６．７人、全国：８．４人）と低い状況になっています。

  間近に迫っている本格的な高齢社会を支える子どもの数が減少し、深刻な人口減

少が続く見込みとなっています。本市の人口は平成１７年国勢調査では、３１，８

６８人ですが、現在の減少ペースが続くと、２０３０年には２０，０００人台にま

で落ち込む推計がでています。

  このようなことから、男女が共にいきいき暮らせる家庭や地域社会をつくるため

には、育児・介護の支援事業の充実や育児・介護休業のとりやすい職場環境を整備

するとともに、女性に介護や子育ての負担を偏らせることなく、男性も介護や子育

て等に積極的に参加し、お互いに助け合っていくことが必要になっています。
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第３章 基本目標と施策の方向 

  長い時間をかけて形づくられてきた固定的な役割分担意識やそれに基づく慣行

などは、時として男女のあらゆる分野への活動を狭め、参画を阻む原因となってい

ることもあります。一人ひとりの個性と能力を認め、男女が互いに尊重し合い、自

立する精神を育むことは男女共同参画社会を実現するための基盤となるものです。

固定的性別役割分担意識や従来の社会慣行を再考し、あらゆる場面における男女共

同参画の実現を目指します。

  性別にとらわれず、人々が様々な活動に参画できるように条件を整備するととも

に、固定的な性別役割分担意識に基づく慣習・しきたりについて、再考や改善に向

けて男女共同参画の視点をもった意識を醸成していきます。

  市民に人権尊重の意識を深く根づかせるための啓発を進めます。女性に対する暴

力を根絶するには、それが人権尊重の意味からも許されないものであるとの認識を

広く社会に徹底することが重要であり、そのための啓発を推進します。また関係機

関との連携を構築していきます。

  すべての人がその個性と能力を発揮し、多様な生き方を主体的に選択できるよう、

学校教育の各段階において、男女共同参画社会づくりの理念をさらに理解するよう

意識の啓発等を行います。また、男女が共に各人の個性と能力を発揮し、社会のあ

らゆる分野に参画し、多様な生き方ができるようにするために、生涯学習の推進を

図ります。
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  仙北市の人口の男女比は若干女性が多くなっており、また、市の施策の対象とな

る市民の約半分が女性であるにもかかわらず、本市の政策・方針決定過程への女性

の参画は不十分な状況であり、平成１９年４月１日現在の市の審議会女性委員の比

率は１０．８９％にとどまっています。市の審議会等への女性委員の比率は平成２

２年度までに２０％に、平成２７年度までに３０％にすることを仙北市総合計画に

おいて目標に掲げています。目標達成に向けて、女性の参画促進を推進していきま

す。

  また、価値観の多様化、ライフスタイルの変化などから、地域における連帯意識

が希薄になる一方、少子高齢化の進行や家族のあり方の変化に伴い、個人や家庭と

地域社会との結びつきの重要性が高まっています。活力ある地域づくりを推進する

ために、男女共同参画の視点を持った市民によるまちづくりを推進できるように、

市民への啓発や体制の整備を行います。

  市の政策・方針決定への女性の参画を拡大していくため、審議会等委員の女性の

参画について積極的に進めます。

  まちづくりの分野や自治会など身近な地域活動の場に、男女共同参画の視点を導

入するよう働きかけていくなど、地域活動における方針決定過程での女性の参画を

促進します。

  仙北市は「観光産業を活かした北東北の交流拠点都市をめざして」を将来像に掲

げ市のあらゆる施策を進めています。将来像の実現に向けて、男女共同参画の視点

を取り入れて観光に関する施策を推進します。

  国による価値観の違い等を認め合い、すべての人々の間に男女共同参画の意識を

根づかせるには国際的視野の取り組みが必要です。異文化を尊重し、お互いの理解

を深めるための国際交流、男女共同参画に関する諸外国の情報収集に努め、市民に

これらの情報提供を行いながら一層の意識啓発を図ります。
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  平成１７年国勢調査によると、仙北市における女性の就業率は４６．６７％で、

秋田県の４４．７４％、全国の４５．４７％に比べ若干高くなっています。女性の

社会参画が進み、様々な分野に女性が進出するなど職域の拡大がみられると同時に

パートタイム労働、派遣労働などの非正規労働者が増えるなど就労状況は大きく変

化しています。

  多様なライフスタイルに応じて、仕事や家庭生活、地域生活、自己啓発などのさ

まざまな活動について、男女ともに自分の希望に沿ったかたちで選択できるよう支

援の施策の充実を進めます。

  男女雇用機会均等法や育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福

祉に関する法律の趣旨、内容の周知を図るとともに男女労働者間の格差を解消する

には事業所の積極的改善措置が必要であることから、啓発を進めます。

  仙北市において、農林業、商工業等は重要な担い手を育成する産業です。過疎化、

少子高齢化が進むことが予測される中、これからも女性は重要な担い手であるとと

もに、その能力が十分発揮できるよう、男女が対等なパートナーとして経営に参画

できるよう啓発を進めます。

  生活の中で、父親、母親、夫、妻、会社員、また地域社会の一員など、さまざま

な役割を担いながら生活をしています。個人、家庭、職場の役割に偏らないで、バ

ランスよく展開できるよう、誰もが能力を十分に発揮でき、満足感や充足感が得ら

れ、ゆとりをもった生活ができるように支援や施策を推進します。
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  生涯を通じて心身ともに健康で活力にみちた生活を営むことは、男女が共に自立

して生きていくための基本的要件であり、男性も女性もお互いの身体の特徴を十分

理解し合い、思いやりを持って生きることは、男女共同参画社会の形成の前提にな

るものです。

  仙北市では、６５歳以上の老年人口割合が、平成１７年国勢調査によると３０．

９％であり、全国（２０．９％）や全国第２位の秋田県（２６．９％）に比べても

高齢化が進行しています。６５歳以上に占める女性の割合も６０．３％と男性を上

回っており、高齢者の直面する問題は女性に対してより大きな影響を及ぼすことに

なります。

  少子高齢化が一層進展していく中で、市民が安心して暮らせる活力ある社会を築

いていくためには、ノーマライゼーションの理念に立脚し、高齢者も障害のある人

も、社会の一員として地域づくりに参画していけるように積極的な情報提供を行い

ます。

  年齢や性別・職業に関係なく健康に関心をもつ人が多いことから、男女の生涯を

通じた健康づくりの推進を図り、市民一人ひとりが自主的に健康づくりに取り組め

るよう支援します。女性は妊娠、出産を経験するなど、生涯を通じて男性とは異な

る健康上の問題に直面することから、リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生

殖に関する健康と権利）に関する意識を男性も含めて広く社会に浸透させるため、

その重要性について正しい知識・情報の提供を行います。

  高齢者介護の負担を家族、とりわけ女性に偏らせることなく、社会全体で支えて

いくための施策を進めます。またノーマライゼーションの理念に立脚し、高齢者や

障害を持つ人々がその意欲や能力を発揮して社会に参画し、社会を支える重要な構

成員として充実した生活が送れるよう、学習機会や社会参画機会の提供等を行いま

す。またそのための基盤として、在宅を基本とした福祉サービスの充実を図り、家

族も含めて安心して心豊かな日常生活を過ごすことができるよう支援します。
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第４章 計画の体系と施策の方向 

①男女共同参画の視点での
社会制度・慣行の再考 

（１）社会的につくられた性差にもとづく制度・慣行の再考 
（２）男女共同参画に関する意義・意識の啓発 
（３）男女共同参画推進のための意見交換と意識づくりの推進 

②男女の人権が尊重される
社会の実現と暴力の根絶 

（１）人権侵害根絶への意識改革の推進 
（２）ＤＶ、セクシュアルハラスメントの防止対策の推進 

基本目標１

男女共同参画社

会に向けた意識

づくり

③男女共同参画社会を築く
教育・学習の推進 

（１）男女共同参画の視点に立った学校教育の推進 
（２）生涯学習の推進 

①政策方針決定の場への女
性の参画拡大 

（１）女性の人材育成と人材の情報の活用 
（２）市の審議会・各種委員会等への女性委員の参画促進 
（３）市役所・企業等における女性の参画促進 

②地域社会における男女共
同参画の推進 

（１）地域活動への参画促進 
（２）女性のチャレンジ支援 
（３）男女共同参画の視点による防災・災害復興 

③男女共同参画推進による
観光振興の実現 

（１）女性の視点を活かした観光振興 
（２）観光客受入態勢の整備 
（３）観光客と市民の交流の推進 

基本目標２

参画の拡大と推

進によるまちづ

くり

④国際交流・協力の推進 （１）国際理解と国際交流の推進 
（２）多様な文化を認め合うまちづくり 

①雇用の分野における男女
共同参画の推進 

（１）男女性差のない雇用・労働条件整備の環境づくり 
（２）多様な働き方とその支援体制の推進 

②農林業・商工業等におけ
る男女共同参画の推進 

（１）固定的な役割分担の見直し 
（２）職業人としての自立促進 

基本目標３

家庭・職場・地

域における多様

な生き方が選択

できる環境の整

備
③ワーク・ライフ・バラン
スの推進 

（１）ワーク・ライフ・バランスの啓発 
（２）子育て支援対策の充実 
（３）育児・介護等両立のための雇用環境づくり 
（４）ひとり親家庭等の自立支援 

①生涯にわたる健康づくり
への支援 

（１）母子保健サービスの充実 
（２）リプロダクティブ・ヘルス／ライツの意識の啓発 
（３）生涯を通じた男女の健康維持と増進 基本目標４

男女共同参画社

会による健康長

寿社会の実現

②高齢者や障害を持つ人々
が安心し参画できる環境の
整備 

（１）高齢化社会に適応した福祉の充実 
（２）障害者の社会参加の促進と自立支援 

88
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第５章 計画の体系別具体的施策 

具体的施策 内容 担当課

広報、ホームページ

等による慣行や習慣

の見直し啓発

男女共同社会における、慣行や慣習を再考する

糸口となるよう、広報やホームページ等で啓発

を行うとともに各種講座、シンポジウム、イベ

ント等の情報提供を行う。

総務課
企画政策課

１．図書資料等の収

集と提供

自由に閲覧でき、無料で借りられる「男女共同

参画に関する図書」コーナーの設置及び「所蔵

本リスト」を作成。

学習資料館

２．市広報、ホーム

ページ等での市民意

識の啓発

男女共同参画に対する市民意識の向上や改革へ

大きな役割を果たすよう広報、ホームページ等

で啓発活動を推進する。

総務課

企画政策課

１．仙北市男女共同

参画推進委員会によ

る意見交換

仙北市男女共同参画推進委員会において、意見

交換の実施と会を通じた意識づくりの普及。

企画政策課

２．男女共同参画フ

ォーラムや講座の開

催

男女共同参画に関するフォーラムや講座を開催

し、市民への意識づくりの場を提供。

企画政策課

３．仙北市男女共同

参画拠点施設の利活

用

仙北市男女共同参画拠点施設の周知と普及促

進。

企画政策課
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具体的施策 内容 担当課

広報、ホームページ

等での啓発や相談体

制の充実

性別等への人権侵害行為を防止するとともに、

人権に関する多様な学習情報等を提供するた

め、広報やホームページ等で人権侵害に向けて

の意識の啓発を行い、人権に対する様々な問題

について気軽に相談できるよう、行政相談等の

体制の充実を図る。

総務課

１．ＤＶ、ストーカ

ー行為等の被害者保

護

被害者からの支援措置申出があった場合、支援

の必要性の確認及び関係市町村への転送、他の

相談窓口への紹介等行う。

市民課

社会福祉課

２．ＤＶ、セクシュ

アルハラスメントの

防止啓発

ＤＶ、セクシュアルハラスメント防止に関する

情報提供と啓発を行う。

企画政策課

社会福祉課

具体的施策 内容 担当課

学校教育における男

女平等教育の推進

①児童生徒の発達段階に応じた適切な性教育の 

実施

②男女平等の重要性、人権の尊重、男女の相互

理解と協力、家庭生活や働く場における男女共

同参画の大切さなどの教育活動全体を通じた指

導の充実
③出席簿における名簿の取り扱いをはじめ、学

校の日常生活の中で、気づかないまま子どもた

ちの価値観の形成に影響を与えていることがら

の点検や見直し

学校教育課

男女共同参画の学習
機会の提供

各集会の折に、「男女の共同」をテーマにして意
見をもらい、より身近な問題としてとらえても

らえるよう啓発をする。

生涯学習課
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基本施策

具体的施策 内容 担当課

女性団体、グループの

支援と人材情報の提

供

①女性団体、グループ等の活動を紹介し、団体

等の支援、育成のバックアップを図る。
②個人情報に配慮しながら、県と連携し人材紹

介等の情報提供を行う。
③女性セミナーや各種研修会等の情報提供を行

い、女性リーダー育成の後方支援を推進する。
④時代に見合った職業観の育成と能力向上を図

る。

総務課

企画政策課

審議会等における女

性委員の比率向上

①各団体枠推薦の委員については、団体長に限

定することなく女性を含めた複数の推薦を依頼

する。
②学識経験者から選任される委員については、

選任の対象を拡大し、関連分野からの選任がで

きるよう努める。
③女性委員がいない審議会等についても、委員

改選時に女性委員を選任するよう努める。
④各分野において女性委員の割合を数値目標化

し、達成期限を決める。

各課

女性の管理職、役職等

への積極的登用

①市役所においては、女性職員の研修等への参

加を促進し、資質の向上を図り、能力の活用を

しながら、女性職員の管理職への登用や、市の

政策や方針決定について、検討段階から参画で

きるようにする。
②企業等においては、代表者や役員など方針決

定の立場にある女性の比率は極めて低く、男女

の意見が平等に反映されにくいなどの現状が見

られるため、事実上生じている格差是正や女性

の管理職、役職等への登用や職域拡大の促進に

向けた啓発や情報提供を行う。

総務課

企画政策課

商工課
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基本施策

具体的施策 内容 担当課

１ 伝統行祭事への

参加

伝統行祭事の多い仙北市においては、以前より

男女助け合いのもと準備実行されてきたところ

であるが、今後より一層の相互尊重する意志を

もって地域活動への参加を図る。

観光課

２ まちづくりの分

野への女性の積極的

登用

都市計画マスタープランの策定にあたり、女性

委員の積極的な登用を図り、女性の声を反映し

ていく。
また都市計画審議会、歴史的景観審議会などま

ちづくりの分野における審議委員も女性の参画

促進を図る。

都市整備課

３ 地域づくり活動

への支援

ＮＰＯ等の活動支援、情報提供、地域活動拠点

施設の整備を進める。

企画政策課

女性の多様な分野へ

のチャレンジを支援

関係機関と連携し、女性が多様な分野へのチャ

レンジできるよう、啓発、情報提供を行う。

企画政策課

防災・災害復興におけ

る男女共同参画の意

識の普及

防災や災害復興などの分野で男女共同参画の意

識が普及できるよう啓発を行う。

環境防災課

基本施策

具体的施策 内容 担当課

１．共に働きやすい環

境の整備

観光産業の従事においては男性よりも女性の比

率が高く、共同経営者として活躍する女性も多

いことから、さらなる労働環境の整備・充実を

目指す。

観光課

２．女性の声をとり入

れた観光施策の推進

①仙北市観光振興計画策定にあたり、策定委員

会に女性を登用し、広く意見を聴取し施策に反

映させていく。

観光課２．女性の声をとり入

れた観光施策の推進

①仙北市観光振興計画策定にあたり、策定委員

会に女性を登用し、広く意見を聴取し施策に反

映させていく。
②観光アドバイザー（仮称）等の設置を検討し、

女性の登用を検討。

観光課
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②観光アドバイザー（仮称）等の設置を検討し、

女性の登用を検討。

旅行者にやさしい観

光地づくりの推進

ごみのないまち、清潔なトイレ、自然保護対策

など市民の心がけとホスピタリティの向上によ

る観光地づくりを推進。

観光課

伝統行事や体験学習

を通じ、交流人口の増
加を図る

火振りかまくらや紙風船上げに代表される「観

光客も体験できる伝統行事」、グリーンツーリズ
ムや農林業体験に代表される職場体験の受け入

れ、樺細工やイタヤ細工等の体験学習等により、

市民と観光客の交流を深め、観光客の増加及び

通過型観光から滞在型観光へのシフトを図る。

学 習 旅 行 支

援室

基本施策

具体的施策 内容 担当課

１．外国人にも魅力あ

る観光地への整備

年々増加傾向にある外国人観光客に対し、通訳

の養成や標識・パンフレット等案内機能の充実、

宿泊施設のホスピタリティ向上によって、外国

人が安心快適に旅行できる観光地を目指す。

観光課

２．諸外国における男

女共同参画の状況の

情報提供

 男女共同参画に関する諸外国の情報収集に努

め、市民に情報提供をし、意識の啓発を図る。

企画政策課

文化交流の場の提供 外国からの定住者が今後増えると予想されるな

かで、日本語の習得の場の提供に加え、仲間づ

くりや文化交流などによる相互理解を推進す
る。

生涯学習課

企画政策課

旅行者にやさしい観

光地づくりの推進

ごみのないまち、清潔なトイレ、自然保護対策

など市民の心がけとホスピタリティの向上によ

る観光地づくりを推進。

観光課

伝統行事や体験学習

を通じ、交流人口の増
加を図る

火振りかまくらや紙風船上げに代表される「観

光客も体験できる伝統行事」、グリーンツーリズ
ムや農林業体験に代表される職場体験の受け入

れ、樺細工やイタヤ細工等の体験学習等により、

市民と観光客の交流を深め、観光客の増加及び

通過型観光から滞在型観光へのシフトを図る。

学 習 旅 行 支

援室

基本施策

具体的施策 内容 担当課

１．外国人にも魅力あ

る観光地への整備

年々増加傾向にある外国人観光客に対し、通訳

の養成や標識・パンフレット等案内機能の充実、

宿泊施設のホスピタリティ向上によって、外国

人が安心快適に旅行できる観光地を目指す。

観光課

２．諸外国における男

女共同参画の状況の

情報提供

 男女共同参画に関する諸外国の情報収集に努

め、市民に情報提供をし、意識の啓発を図る。

企画政策課

文化交流の場の提供 外国からの定住者が今後増えると予想されるな

かで、日本語の習得の場の提供に加え、仲間づ

くりや文化交流などによる相互理解を推進す
る。

生涯学習課

企画政策課
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基本施策

具体的施策 内容 担当課

職場における労働条

件の向上の推進

①男女が対等なパートナーとして働く環境が整

うよう、市内の事業所に対して就労における男

女共同参画の意識の啓発に努める。
②育児休業、介護休業制度の周知を一層推進す

る。

企画政策課

商工課

１．就労環境の改善と

意識啓発

①パートタイム労働や派遣労働など多様化する

労働形態等に対応するため、労働条件の向上に

ついて、普及・啓発を図る。

②就労における男女平等に配慮しながら、職場

の男女共同参画を推進し、女性にとって大きな

負担となっている家事、育児、介護等を男女が
共に担い、仕事と家庭を両立できる就労環境づ

くりが必要であることから、男性の長時間労働

の解消、育児休業、介護休暇制度を男女がとも

に取得しやすい職場環境づくりについて、経営

者や事業主等に啓発活動を行う。

総務課

商工課

基本施策

具体的施策 内容 担当課

農林・商工団体などに

おける女性参画の啓

発

農林業、商工業団体などにおける方針決定への

女性の参画促進のための啓発を行う。

農政課

商工課

１．農山村における女

性の起業支援

起業活動を通じ農林業に従事する女性の経済基

盤確立、地位向上を図るため、起業に関する情

報の収集や提供、支援を行う。

２．女性の農林業にお

ける経営参画の促進

農業における家族経営協定の啓発・普及を行う。

家族労働を基盤とする農林業において、女性が

職業に誇りを持ち、経営に携わる構成員として

農政課
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能力を十分発揮できるよう家庭のルールづくり

や就業条件、就業環境整備に取り組むための情

報の提供や支援を行う。

基本施策

具体的施策 内容 担当課

ワーク・ライフ・バラ

ンスの啓発

市民、企業に向けてワーク・ライフ・バランス

（仕事と生活の調和）に関する情報提供、周知

を行う。

企画政策課

１．地域における子育

て支援サービスの充

実
１ 居宅において保

護者の児童の養育を

支援

①乳幼児健康支援一時預かり事業（病後児保育）
今後必要状況を把握しながら、設置について看

護師の確保による訪問型または病院施設に併設

や連携等による施設型等の形態も含め検討して

いく。
②ファミリー・サポート・センター

今後必要状況を把握しながら、設置について運

営方法も含め検討していく。
③育児支援家庭訪問事業

助産師、保健師による訪問活動として育児支援

家庭訪問事業を検討し、きめ細やかな対応に努

める。
２ 保育所その他の

施設において保護者

の児童の養育を支援

①放課後児童健全育成事業
通年型の学童保育は４ヶ所の小学校、１ヶ所の

児童館に設置。また、夏休み学童保育は、市が

実施主体となり４ヶ所の小学校区において低学

年も受け入れ実施されている。今後は、各小学

校への設置、学校や各地域の公民館等と連携を

図り充実を目指す。指導員については、ボラン
ティアの参加を促すなど人員体制の強化を目指

す。

②子育て短期支援事業（ショートステイ・トワ

イライト）

長寿子育て
課
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③幼稚園預かり保育の実施

３ 児童の養育に関

する諸問題について、

保護者からの相談に

応じ、必要な情報提

供・助言

現在５ヶ所の子育て支援センターを３ヶ所増設

し、育児相談、サークル活動等を実施、在宅の

子育て家庭の支援を行う。また、地域における

多様な子育て支援サービスに関する情報を把握

し、保護者への情報提供を行う。

４ 自治体の子育て

支援事業に関する情

報提供・助言及び利用

の斡旋等の実施

必要な情報が必要な人に届くよう情報提供の手

段等について検討していく。
家庭教育学級や育児講座、各保育所や幼稚園で

の育児講座の開催。

２．保育サービスの充

実

①保育所定員
幼児人口の減少により縮小の方向となっている

保育所の定員について、待機幼児が発生しない

ように定員の確保を図っていく。
②延長保育事業

今後必要状況を把握しながら設置について検討

していく。
③休日保育事業

今後必要状況を把握しながら設置について検討

していく。
④一時保育事業

現在５ヶ所の保育園で実施。

長寿子育て

課

長寿子育て

課

３．子育て支援のネッ
トワークづくり

①子育てネットワークの整備
子育て家庭に対して、きめ細やかな子育て支援

サービス・保育サービスを効果的・効率的に提

供するとともに、サービスの質の向上を図る観

点から、地域における子育て支援サービス等の

ネットワークの形成に向けて検討していく。

②情報提供体制の強化
各種の子育て支援サービス等が、利用者に十分

周知されるよう、情報提供を行う。

また、広報活動を通じて、地域住民の多くが子

育てへの関心・理解を高め、地域全体で子育て

家庭を支えることができるよう、子育てに関す

る意識啓発等を推進。

長寿子育て
課
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育児休業制度、介護休

業制度の普及・啓発

育児休業制度、介護休業制度の普及のため啓発、

情報提供の実施。

企画政策課

商工課

ひとり親家庭の支援
の推進

離婚の増加等によりひとり親家庭等が急増して
いる。現在、経済的自立や保育支援等を行って

いる中で、母子家庭については、今後とも就労

支援や貸付制度等の情報提供を進めながら支援

していく。

また、国・県の施策が少ない父子家庭について

も、民生・児童委員の活動等を通じて地域の父
子家庭の状況を把握し、適切な支援に努める。

長寿子育て
課

基本施策

具体的施策 内容 担当課

妊産婦から子どもの

成長までの一貫した

健康づくり

①マタニテイ教室（母子健康手帳交付と同時実

施）、妊婦訪問等により、個人にあわせた情報提

供やアドバイスをする
②妊婦健診、妊婦歯科健診の受診券の発行を継

続し、妊娠期の健康管理を支援する
③産前産後の心の相談や、情報提供を的確に行

う
④乳幼児健診の情報を提供し、受けやすい体制

を充実する
⑤たばこの害について広報を行う
⑥虫歯予防事業や予防接種事業、幼児教室等の

実施により乳幼児の疾病や事故を未然に防ぐよ

うに努める
⑦母子保健計画のＰＲと施策の展開

⑧正しい食習慣の確立のため、出産から育児に

必要な情報を提供する

保健課
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情報の提供と周知 男性（特に妊婦の夫）に対して、父性意識や子

育てに積極的に関わる意識を高めるため、さま

ざまな母子保健事業への参加を促す

保健課

健康づくり事業の推

進

①生活習慣病の予防のため、各種健診の実施

②健康づくり基本計画の策定
③子宮、乳、大腸、肺、前立腺等の各種がん検

診の実施

④心の健康づくり、自殺予防対策事業の実施

⑤歯周疾患予防事業の実施

⑥避妊、妊娠、不妊、更年期障害など女性特有

の健康をめぐる様々な問題についての相談にあ
たる

⑦健康相談、訪問、ライフスタイルに応じた健

康教室等、健康教育の充実と栄養指導、食生活

改善推進協議会活動等により正しい食生活を普

及し生活習慣病予防に努める

保健課

基本施策

具体的施策 内容 担当課

１．介護サービス基盤

の整備と施設利用促

進による介護者負担

の軽減

①介護保険関連施設、在宅介護サービス基盤の

整備

介護が必要となったときに必要なサービスが受

けられ、高齢者が安心して在宅生活が継続出来

るよう、地域密着型サービスの確保と質の向上

に努め、包括的なケアシステムを目指す。
②施設等の積極的利用促進のＰＲ

在宅介護介護家族に対し、短期入所サービス等、

施設利用のメリットに関するＰＲを強化すると

ともに、施設利用についてのマイナス意識の解

消のための啓発に努め、施設利用等の促進を図

る。これらの取組により、要介護者など高齢者
への福祉の充実と、女性の負担軽減及び自由時

間取得を図る。

長寿子育て

課

たざわこ清

眺苑

かくのだて

桜苑
にしき園

在宅介護支

援センター
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２．介護サービスの質

的向上

①研修体制の充実 

サービスの質的向上のため、介護サービスに携

わる人材の養成及び研修体制の整備を推進。 
また、サービス従事者の高い論理性と個人のプ

ライバシー尊重をより一層徹底していく。 
②高齢者の人格尊重と被保険者の権利の保護 

介護保険制度のもとでは、利用者が事業者との

契約によってサービスを受けることから、社会

生活において弱い立場にある利用者個人の不利

益とならないよう、被保険者の権利保護に努め

る。 
特に意思疎通が難しい認知症高齢者について

も、サービス利用者としての尊厳を保ち、本人

の立場に立ったサービス提供を行えるよう配慮

していく。 
３．高齢者在宅サービ

スの充実

①あんしん電話サービス事業 

一人暮らし等の方の自宅に専用電話機器を設置

し、２４時間体制で緊急時の対応、安否確認を
し、不安解消、安心、安全確保を図る。 

②外出支援サービス事業 

要援護高齢者又は障害者が居宅から医療機関や

福祉サービスを利用するために外出する場合、

移動手段として移送車両による外出支援サービ

スを無料で利用できる事業を行う。 
③高齢者生活支援事業 

家庭の事情及び社会的理由により養護を必要と

する高齢者に対して、一時的に施設において養

護する生活管理指導短期宿泊サービス事業を行

う。 

④高齢者共同生活支援事業 
冬期間、家庭の事情で養護を必要とする高齢者

等に対して、施設（清流苑）で日常生活を見守

る事業を行う。 

⑤配食サービス事業 

在宅で調理の困難な高齢者に対して、定期的に

居宅を訪問して栄養バランスのとれた食事提供
とともに利用者の安否確認を行う。 

長 寿 子 育 て

課 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

長 寿 子 育 て
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４．地域生活支援（地

域ケア）体制の整備

①暮らしやすい居住環境の整備

高齢期における身体機能の低下に対応し、自立

や介護に配慮した住宅改修及び高齢者住宅整備

資金貸付事業の普及を図るとともに、それらを

活用しながら住宅で生活が出来るよう指導、助

言体制を確立する。
②暮らしやすい生活環境づくりの推進

公共施設や生活道路において、高齢者が外出し

やすいように、段差の解消や移動しやすい道路、

使いやすいスペースの確保や、手すり・スロー

プの設置等のバリアフリー化の推進。
③情報提供の充実

高齢者サービス制度及びその制度改正や、サー

ビス情報は、積極的に広報等に掲載するととも

に、高齢者の意見が反映できる機会をつくる。
④相談事業の充実

高齢者が適切にサービスを利用できるよう、ま
た、サービス利用者の苦情を適切に処理するた

めに相談窓口となり、他機関との相互連絡調整

を図り、迅速に対応出来るよう受付から処理に

至るまでの体制の確立を目指す。

長 寿 子 育 て

課 

５．高齢者の積極的な

社会参加

老人クラブ等活動組織への支援

高齢者が生き生きと生活することは、生きがい

や健康づくりにつながることから、今後も老人

クラブ活動の推進を支援する。 

長 寿 子 育 て

課

１．生活支援の充実

（１）相談・情報提供

の充実

①相談支援のネットワーク化

・自立支援協議会の設置等相談支援体制を拡充

し相談事業の充実を図ります。
・苦情処理の条件整備に取り組みます。

②広報・情報提供手段の拡充

・障害を身近な問題としてとらえ、考えたり、

わかりあえるよう情報発信に取り組みます。

③権利擁護の推進

・ 専門機関や地域との連携等体制づくりに取
り組みます。

・ 

社会福祉課
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（２）健康づくりの推

進

（３）生活支援の推進

２．社会参加の支援

（１）育成支援

（２）雇用・就業の支

援

①障害の早期発見・予防

関係機関と連携を密にして、家庭への訪問活動

の充実を図ります。

②健康づくり

関係機関と協力しながら心の健康づくりの重要
性を啓発し、全ての世代における自殺者数の減

少を目指します。

①障害福祉サービスの推進

制度の周知及び適切な運用に努め、生活の場の

確保と地域生活への移行支援について取り組み

ます。
②その他の支援サービスの推進

在宅福祉サービスの推進及び各種制度を活用し

相談等適切な対応に努めます。

③地域のなかで暮らすための支援

・ノーマライゼーションの理念に基づき、障害

の有無に関わらず地域で共に暮らせるよう、そ
の人にあった支援を推進します。

・ひとり一人の程度、個性や特性に関わらずい

きいきとした生活が営めるよう、多様な日中活

動の場の充実を図ります。

・障害者理解の啓発により、偏見、誤解の払拭

を図りながら、施設退所者、退院患者に対して
支援します。

①子育て支援・療育体制

・相談活動と庁内ネットワークづくりを推進し

ます

・療育訓練事業を推進します。

・障害児家庭の子育て支援に取り組みます。
②学び・学校生活

・学ぶ環境の向上と学校生活での支援を推進し

ます。

・卒業後の進路指導等に協力します。

①雇用・就業の促進

・関係機関と協力し、連携強化の取組を継続し
ます。

②就業を支援する取り組み

・関係機関のネットワークづくりに取り組みま

社会福祉課
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（３）社会参加活動へ

の参加促進

３．地域のバリアフリ

ー化と安心づくり

（１）心のバリアフリ
ーの推進

（２）安心できる生活

環境づくりの推進

す。

①生涯学習、レクリエーション、芸術活動、ま

ちづくり活動の推進

・障害の有無に関わらず学習の機会が確保され、

趣味や文化・芸術活動ができる環境の確保に努
めます。

・地域活動支援センター事業の利用を促進しま

す。

②まちづくりへの参画

各種委員の委嘱等を支援します

③障害者団体の活動支援
各種団体の活動を支援します

④参加しやすくするための取り組み

各種制度の利用を促進・啓発します。

①福祉教育の推進

ボランティア活動等、地域で支え合う活動につ

なげていけるように努めます。
②相互理解と交流の推進

交流場所として、地域活動支援センター等交流

の機会を拡充していきます。

③地域が支える活動の推進

市社会福祉協議会の活動により、ボランティア

活動や助け合いにつなげられるよう支援しま
す。

①快適な生活環境づくり

・外出しやすく人にやさしいまちづくりの促進

に努めます。

・公共施設のバリアフリー化の促進に努めます。

・障害がある観光客に対する対応に配慮します。
・生活情報のバリアフリー化の促進に努めます。

②安全対策

・防災対策を推進します。

・緊急時の対応について検討します

③住まいの改善・整備

・制度の周知と活用を図ります。

社会福祉課
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第６章 計画の推進 

  男女共同参画社会の実現を目指して、この計画を積極的に推進するため、市が一

丸となって取り組みます。

  庁内組織である「仙北市男女共同参画推進本部（仮称）」、市民により構成され男

女共同参画全般についての提言や啓発活動を行う「仙北市男女共同参画推進委員

会」を軸に推進していきます。

  今後、さらに全市的な取組を進めるために、秋田県男女共同参画推進条例に基づ

き、県、企業、市民との連携・協力を図るための方策を講じるとともに、社会情勢

の変化等を踏まえながら、総合的かつ効果的に推進します。

（１）庁内における「仙北市男女共同参画推進本部（仮称）」の設置、活用

  この計画を総合的かつ効率的に推進するため、庁内の推進体制を整備し、「仙北

市男女共同参画推進本部（仮称）」を設け、関係課所の連携を図り、各施策を効果

的に推進します。

（２）仙北市男女共同参画拠点施設の整備

  市民と行政が協力をしながら、様々な活動を展開していくためには、その中核と

なる活動拠点施設が必要です。学習、情報収集、市民活動支援、交流等の機能を備

えた活動の拠点となるよう整備します。

（１）市民、事業者等との協力・連携の推進

  「仙北市男女共同参画推進委員会」を開催し、施策の実施等に反映します。

（２）「秋田県男女共同参画センター」を活用した活動の展開

  「秋田県男女共同参画センター」との連携を密にし、男女共同参画に関する情報

や、各種啓発事業等の取り組みを積極的に利用し、より効果的な活動を展開します。

（３）国、県等の関係機関との連携推進、情報交換の場の提供

  国、県、からの情報を受けながら他の市町村との連携を図り、効果的な事業の推

進を計ります。
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（１）推進状況の把握

  計画の実効性を高めるため、施策の実施状況を把握し、適切な進行管理に努めま

す。

（２）計画の変更

  計画期間中であっても計画の内容についての必要な検討を行い。緊急な課題や新

たな取り組みが必要になった場合は、この計画を変更するとともに、変更後の内容

を公表します。
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秋田県男女共同参画推進条例（平成十四年三月二十九日）

秋田県条例第十八号

前文

第一章　総則 (第一条―第六条 )

第二章　基本的施策 (第七条―第十五条 )

第三章　性別による人権侵害の禁止 (第十六条 )

第四章　苦情の処理 (第十七条・第十八条 )　

第五章　秋田県男女共同参画審議会 (第十九条―第二十三条 )

附則

　人はすべて、性別にかかわらず、個人として尊重され、法の下に平等でなけ

ればならない。しかし、性別によって役割を固定的にとらえる意識や慣行は、

家庭、職場、学校、地域社会等において、今なお残されており、男女の自由な

活動の選択の妨げとなっている。

　一方、少子高齢化の進展、人口の減少等の社会情勢の変化に伴い、自然、文化、

産業、人材等あらゆる資源を有効に活用し、豊かで活力のある社会を形成して

いくことが求められている。

　これらの課題を克服するためには、社会における制度や慣行が男女の自由な

活動の選択に影響を及ぼさないようにすることにより、男女が、社会の対等な

構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画で

きる機会が確保されるよう、男女共同参画の推進を図っていくことが何よりも

重要である。

　ここに、男女共同参画の推進の方向を明らかにし、事業者、市町村等との協

調を図りながら、男女共同参画を総合的かつ計画的に推進するため、この条例

を制定する。

第一章　総則

(目的 )

　第一条　この条例は、男女共同参画に関する基本指針を定め、並びに県、事

　業者及び県民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する

　施策の基本的な事項を定めることにより、男女共同参画を総合的かつ計画的

　に推進することを目的とする。

(定義 )

　第二条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

　めるところによる。
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　一　男女共同参画　男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によっ

　て社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男

　女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、

　かつ、共に責任を担うことをいう。

　二　積極的改善措置　前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善する

　ため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極

　的に提供することをいう。

(基本指針 )

　第三条　男女共同参画は、次に掲げる事項を基本的な指針として推進され

　なければならない。

　一　男女が、性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として

　能力を発揮する機会が確保され、自己の意思と責任による多様な生き方を

　選択できることその他の男女の人権が尊重されること。

　二　男女の社会における活動の選択に対して、社会における制度又は慣行

　が及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮すること。

　三　男女が、県における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定

　に共同して参画する機会が確保されること。

　四　家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、　

　家族の介護その他の家庭生活における活動を行い、かつ、職場、地域その

　他の社会生活における活動を行うことができるようにすること。

　五　男女が、それぞれの身体についての特徴を理解し合うことにより、妊娠、

　出産等に係る相互の判断を尊重し、生涯を通じて心身ともに健康に生活で

　きるようにすること。

　六　国際社会における取組を勘案し、その動向に配慮すること。

　七　県、事業者、県民及び市町村が連携協力を図りながら、それぞれ主体

　的に取り組むこと。

(県の責務 )

　第四条　県は、前条各号に掲げる基本指針 ( 以下「基本指針」という。) に

　基づき、男女共同参画の推進に関する施策 ( 積極的改善措置を含む。以下

　同じ。)を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

(事業者の責務 )

　第五条　事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本指針を尊重し、

　当該事業者に雇用される男女が能力を十分に発揮できる環環境の整備に積

　極的に取り組むとともに、県の施策に協力するように努めなければならな

　い。
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( 県民の責務 )

　第六条　県民は、基本指針にのっとり、男女共同参画の推進に寄与するよ

　うに努めなければならない。

第二章　基本的施策

(基本計画 )

　第七条　知事は、男女共同参画の推進に関する施策の総合的かつ計画的な

　推進を図るため、男女共同参画の推進に関する基本的な計画 ( 以下「基本

　計画」という。)を定めなければならない。

　2　基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

　一　総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画の推進に関する施策の大綱

　二　前号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関する施策を総合的

　かつ計画的に推進するために必要な事項

　3　知事は、基本計画を定めようとするときは、あらかじめ、秋田県男女共

　同参画審議会の意見を聴くほか、県民の意見を反映させるために必要な措

　置を講じなければならない。

　4　知事は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければな

　らない。

　5　前二項の規定は、基本計画の変更について準用する。

(市町村に対する協力 )

　第八条　県は、市町村における男女共同参画の推進に関する計画の策定及

　び施策の実施について、情報の提供、助言その他の必要な協力を行うもの

　とする。

(県民等に対する支援 )

　第九条　県は、県民及び民間の団体が行う男女共同参画の推進のための活

　動について、交流の機会の提供、情報の提供、相談その他の必要な支援を

　行うものとする。

(施策の策定等に当たっての配慮 )

　第十条　県は、男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる県の施策

　を策定し、及びこれを実施するに当たっては、男女共同参画の推進に配慮

　するものとする。

(男女間の暴力の防止に関する取組 )

　第十一条　県は、配偶者間その他の男女間の暴力を防止するよう啓発、相談、

　被害者に対する支援その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。
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( 教育の充実等 )

　第十二条　県は、男女共同参画の推進に関し、学校教育その他の教育及び

　広報活動を通じて、事業者及び県民の理解を深めるよう適切な措置を講ず

　るように努めるものとする。

(男女共同参画推進月間 )

　第十三条　県は、県民の間に広く男女共同参画についての関心と理解を深

　めるとともに、積極的に男女共同参画の推進に関する活動への参加を促進

　するため、男女共同参画推進月間を設ける。

　2　男女共同参画推進月間は、毎年六月とする。

(調査研究等 )

　第十四条　県は、男女共同参画の推進に関する施策を策定し、及び実施す

　るため必要な情報の収集、分析及び調査研究を行うものとする。

(年次報告 )

　第十五条　知事は、毎年、男女共同参画の推進の状況及び男女共同参画の

　推進に関し県が講じた施策を明らかにする報告書を作成し、公表するもの

　とする。

第三章　性別による人権侵害の禁止

(性別による人権侵害の禁止 )

　第十六条　何人も、いかなる場合においても、配偶者間その他の男女間に

　おいて暴力行為又は精神的に著しい苦痛を与える行為をしてはならない。

　2　何人も、いかなる場合においても、性的嫌がらせ ( 性的な言動により相

　手方の生活環境を害すること又は性的な言動に対する相手方の対応により

　不利益を与えることをいう。)をしてはならない。

第四章　苦情の処理

(苦情の処理 )

　第十七条　県内に住所を有する者又は在勤し、若しくは在学する者 ( 次条

　において「県民等」という。) は、前条に規定する行為その他の男女共同参

　画の推進を阻害する行為による被害を受けたときは、知事に対し、苦情の

　処理の申出をすることができる。

　2　知事は、前項に規定する申出があったときは、関係機関と協力して当該

　申出に係る事項の処理に努めるものとする。

　3　知事は、第一項に規定する申出に係る事項を処理させるため、男女共同

　参画苦情調整員 (以下「苦情調整員」という。)を置く。
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　4　苦情調整員は、必要に応じて、第一項に規定する申出の関係者に対し、

　その協力を得た上で調査、指導及び助言を行うことができるものとする。

　第十八条　県民等及び民間の団体は、男女共同参画の推進に影響を及ぼす

　と認められる県の施策について苦情がある場合は、知事に申し出ることが

　できる。

　2　知事は、前項の規定による申出があった場合においてその処理について

　必要があると認めるときは、次条に規定する秋田県男女共同参画審議会に

　諮問するものとする。

　3　知事は、前項の規定による諮問に対する答申があったときは、これを尊

　重して、速やかに適切な措置を講ずるものとする。　

第五章　秋田県男女共同参画審議会

(審議会の設置及び所掌事務 )

　第十九条　第七条第三項及び第十八条第二項の規定による諮問に応じて調

　査審議をさせるため、秋田県男女共同参画審議会 (以下「審議会」という。)

　を置く。

　2　審議会は、前項に規定する調査審議をするほか、知事の諮問に応じ男女

　共同参画の推進についての重要事項を調査審議するとともに、その事項に

　関して知事に意見を述べることができる。

(組織及び委員の任期 )

　第二十条　審議会は、委員十人以内で組織する。

　2　委員は、学識経験のある者のうちから、知事が任命する。

　3　委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残

　任期間とする。

　4　委員は、再任されることができる。

(会長 )

　第二十一条　審議会に、会長を置く。

　2　会長は、委員の互選によって定める。

　3　会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

　4　会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務

　を代理する。

(会議 )

　第二十二条　審議会は、会長が招集する。

　2　会長は、審議会の議長となる。

　3　審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
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　4　審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議

　長の決するところによる。

(委任規定 )

　第二十三条　この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項

　は、会長が審議会に諮って定める。

附　則

(施行期日 )

　1　この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置 )

　2　男女共同参画社会基本法 ( 平成十一年法律第七十八号 ) 第十四条第一項

　の規定により定められた男女共同参画計画は、第七条の規定により定めら

　れた男女共同参画基本計画とみなす。

　( 特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例の一部改

　正 )

　3　特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例 ( 昭和

　三十一年秋田県条例第三十五号 )の一部を次のように改正する。

　〔次のよう〕略
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  家族経営が中心の日本の農業が、魅力ある職業となり、男女を問わず意欲をもっ

て取り組めるようにするためには、経営内において家族一人一人の役割と責任が明

確となり、それぞれの意欲と能力が十分に発揮できる環境づくりが必要です。「家

族経営協定」は、これを実現するために、農業経営を担っている世帯員相互間のル

ールを文書にして取り決めたものです。平成１８年の家族経営協定に関する調査に

よると、「農業経営の方針決定」が最も多く、次いで「労働時間・休日」、「農業面

の役割分担」についての取り決めが多くなっています。

  男女を問わず個人の能力等によって役割の分担を決めることが適当であるにも

かかわらず、男性、女性という性別を理由として、役割を固定的に分けることをい

います。「男は仕事・女は家庭」、「男性は主要な業務・女性は補助的業務」等は固

定的な考え方により、男性・女性の役割を決めている例です。

  人間には生まれついての生物学的性別（セックス／ ）がある。一方、社会通

念や慣習の中には、社会によって作り上げられた「男性像」、「女性像」があり、こ

のような男性、女性の別を「社会的性別」（ジェンダー／ ）という。「社会

的性別」は、それ自体に良い、悪いの価値を含むものではなく、国際的にも使われ

ている。

  「社会的性別」（ジェンダー）が性差別、性別による固定的役割分担、偏見等に

つながっている場合もあり、これらが社会的に作られたものであることを意識して

いこうとするものである。

 このように、「社会的性別の視点」でとらえられる対象には、性差別、性別によ

る固定的役割分担及び偏見等、男女共同参画社会の形成を阻害すると考えられるも

のがある。その一方で、対象の中には、男女共同参画社会の形成を阻害しないと考

えられるものもあり、このようなものまで見直しを行おうとするものではない。社

会制度・慣行の見直しを行う際には、社会的な合意を得ながら進める必要がある。

  平成１４年１月開催の男女共同参画会議において、小泉内閣総理大臣から様々な
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分野における女性のチャレンジの促進について検討するよう指示があったことを

受け、同会議では男女共同参画基本法第２２条第３号に基づき調査審議を行い、平

成１５年４月に内閣総理大臣及び関係各大臣に対する意見（「女性のチャレンジ支

援策について」）を決定しました。

 この意見の中では、雇用、起業、ＮＰＯ、農業、研究、各種団体、地域、行政、

国際などの様々な分野において、意欲と能力のある女性が活躍できるよう、各分野

ごとの支援策をまとめるとともに、積極的改善措置の推進、身近なチャレンジ事例

の提示、チャレンジ支援のためのネットワーク形成、女子学生・女子生徒へのチャ

レンジ支援等の重要性及び内容について言及しています。

 また、 政策・方針決定過程に参画し、活躍することを目指す「上」へのチャ

レンジ、 起業家、研究者・技術者など従来女性の少なかった分野に新たな活躍

の場を広げる「横」へのチャレンジ、 子育てや介護などでいったん仕事を中断

した女性の「再チャレンジ」の３つに分け、これらを総合的に支援していくことの

重要性や、仕事と子育ての両立支援を充実していくことの意義も述べられています。

 なお、女性のチャレンジ支援策の提言の中で特に重点的な取組として、次の３つ

の方策が示されています。

（１）積極的改善措置（ポジティブ・アクション）の推進

   ２０２０年（平成２２年）までに指導的地位に示す女性の割合が少なくとも 

３０％になることを目指します。

（２）身近なチャレンジモデルの提示

   一人一人が具体的に自分にあったチャレンジをイメージ、選択できるよう身

近なチャレンジモデルを提示します。

（３）チャレンジ支援のためのネットワーク環境の整備

   いつでも、どこでも、誰でもチャレンジしたいときに必要な情報を効率的に

得られるよう、情報のネットワーク環境を整備します。

  男女共同参画会議女性に対する暴力に関する専門調査会報告書「女性に対する暴

力についての取り組むべき課題とその対策」（平成１６年３月）では、セクシュア

ル・ハラスメントについて、「継続的な人間関係において、優位な力関係を背景に、

相手の意思に反して行われる性的な言動であり、それは、単に雇用関係にある者の

間のみならず、施設における職員とその利用者との間や団体における構成員間など、

様々な生活の場で起こり得るものである。」と定義しています。

 なお、「人事院規則１０ １０」では、セクシュアル・ハラスメントを「他の者を

不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外

における性的な言動」と定義しています。
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 また、「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上配

慮すべき事項についての指針」（平成１０年労働省告示第２０号）では、「職場にお

いて行われる性的な言動に対する女性労働者の対応により当該女性労働者がその

労働条件につき不利益を受けるもの」を対価型セクシュアル・ハラスメント、「当

該性的な言動により女性労働者の就業環境が害されるもの」を環境型セクシュア

ル・ハラスメントと規定しています。

  「積極的改善措置」（いわゆるポジティブ・アクション）とは、様々な分野にお

いて、活動に参画する機会の男女間の格差を改善するため、必要な範囲内において、

男女のいずれか一方に対し、活動に参画する機会を積極的に提供するものであり、

個々の状況に応じて実施していくものです。

 積極的改善措置の例としては、国の審議会等委員への女性の登用のための目標の

設定や、女性国家公務員の採用・登用の促進等が実施されています。

 男女共同参画社会基本法では、積極的改善措置は国の責務として規定され、また、

国に準じた施策として地方公共団体の責務にも含まれています。

  男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野に

おける活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会

的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会。

  男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び

国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策

の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画

的に推進することを目的として、平成１１年６月２３日法律第７８号として、公布、

施行されました。

  男女が、互いにその人権を尊重しつつ喜びも責任も分かち合い、性別にかかわり

なく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の形成に向

け、男女共同参画社会基本法（平成１１年６月２３日法律第７８号）の目的及び基

本理念に関する国民の理解を深めるため、平成１３年度から毎年６月２３日から６

月２９日までの１週間 を「男女共同参画週間」を設けています。

 この週間において、地方公共団体、女性団体その他の関係団体の協力の下に、男



 40 

女共同参画社会の形成の促進を図る各種行事等を全国的に実施しています。

  「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法

律」（平成１６年６月２日公布、平成１６年１２月２日施行）では、配偶者からの

暴力を「配偶者からの身体に対する暴力（身体に対する不法な攻撃であって生命又

は身体に危害を及ぼすものをいう。）又はこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす

言動（以下「身体に対する暴力等」という。）をいい、配偶者からの身体に対する

暴力等を受けた後に、その者が離婚をし、又はその婚姻が取り消された場合にあっ

ては、当該配偶者であった者から引き続き受ける身体に対する暴力等を含むものと

する。」と定義しています。

 なお、内閣府においては、対象範囲に恋人も含むより広い概念として、「夫・パ

ートナーからの暴力」という用語を使用する場合もあります。ここで「夫」という

言葉を用いているのは、女性が被害者になることが圧倒的に多いからです。

 ちなみに、一般的に使用されている「ドメスティック・バイオレンス（

）」や「ＤＶ」は、法令等で明確に定義された言葉ではありません。

  高齢者や障害者などもすべて一緒に暮らす社会こそノーマルだという福祉のあ

り方についての考え方。障害者に、すべての人がもつ通常の生活を送る権利を、可

能な限り保障することを目標に、社会福祉を進めること。

  心のこもったもてなし、手厚いもてなし。

  １９９４年にカイロで開催された国際人口・開発会議において提唱された概念で、

今日、女性の人権の重要な一つとして認識されるに至っています。リプロダクティ

ブ・ヘルス／ライツの中心課題には、いつ何人子どもを産むか産まないかを選ぶ自

由、安全で満足のいく性生活、安全な妊娠・出産、子どもが健康に生まれ育つこと

などが含まれており、また、思春期や更年期における健康上の問題等生涯を通じて

の性と生殖に関する課題が幅広く議論されています。

  女性も男性もそれぞれのライフスタイルに応じて、仕事と家庭生活、地域生活、

自己啓発などのさまざまな活動について、自分の希望に沿ったかたちでバランスよ

く展開していくこと。



 

 

No.    
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仙北市男女共同参画標語 優秀作品 

一般の部  
最優秀賞  あらあなた おいおまえ「代わってやろが！」で共同参画 
       （仙北市角館町 阿部 麗子さん ３７歳） 
優秀賞   認め合い 支え合い いきいき男女の 夢未来 
       （東大阪市 駒井 瞭さん ７１歳） 
      絆持つ 地域に家庭に 社会にも 
       （秋田市 鎌田 奈緒子さん ３２歳） 
学生の部 
最優秀賞  認め合う 明日につながる 参画社会 
        （角館高校２年 栗谷 由香さん） 
優秀賞   お互いを認めてつくる明るい未来 
        （角館高校２年 高橋 茉莉也さん） 

     つくろうよ！明るい未来 共同で 
        （角館高校２年 鈴木 茜さん） 
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